
 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

江北町商工会（法人番号：７３００００５００３５６４） 

江北町   （地方公共団体コード：４１４２４７） 

実施期間 令和４年４月１日～令和９年３月３１日 

目標 

（１）小規模事業者の経営力強化に向けた支援 

（２）創業・事業承継支援による安定した経営基盤の構築に向けた支援 

（３）地域産品を活用した新商品開発と新たな需要の開拓支援 

事業内容 

経営発達支援事業の内容  

３．地域の経済動向調査に関すること  

（１）地域の経済動向の分析、公表 

（２）全国連の中小企業景況調査等データの収集、分析、提供 

４．需要動向調査に関すること 

（１）自社に於けるアンケート調査の実施 

（２）イベント時の需要動向に関する調査の実施 

５．経営状況の分析に関すること 

（１）経営分析セミナーの開催 

（２）経営分析シートを活用した小規模事業者の経営分析実施 

６．事業計画策定支援に関すること 

（１）ＤＸ推進セミナーの開催及びＩＴ専門家派遣の実施 

（２）事業計画策定事業者の掘り起こしと策定支援セミナーの開催 

（３）事業計画策定の個別支援の実施 

（４）創業・後継者育成塾の開催 

７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

（１）事業計画策定事業者のモニタリング、フォローアップの強化 

（２）進捗状況に応じた支援策提案、実施支援 

８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

（１）首都圏で開催される商談会への出展支援 

（２）IＴを活用した販路開拓支援の実施 

連絡先 

江北町商工会 経営支援課  

住 所：849-0501 佐賀県杵島郡江北町大字山口 3360 番地 2 

TEL  ：0952‐86‐2151 FAX：0952‐86‐4889 

メール：kouhoku@sashoren.or.jp 

江北町 地域振興課  

住 所：849-0501 佐賀県杵島郡江北町大字山口 1651 番地 1 

TEL  ：0952‐86‐5615  FAX：0952‐86‐2130 

メール：bikkie@town.kouhoku.lg.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．目標 

 

（１）地域の現状及び課題 

①現状 

江北町は、佐賀県のほぼ中央に位置すること

から「へそのまち」をキャッチフレーズとして

いる。本町の地形は北部の山地と南部の平坦地

に二分されており、東西 ５．６ ㎞、南北およ

そ７．２ ㎞、面積２４．４９㎢で、東部は小城

市、西部は大町町、南部は一級河川六角川を隔

てて白石町に接し、北部は多久市に接している。 

ＪＲ肥前山口駅を中心に、長崎本線や国道３

４号の結節点（当町より、長崎・佐世保方面に

分岐）となる交通の要衝である。 

 

当町は、特急（みどり号、かもめ号、ハウステンボス号）が停車する県内でも数少ない「町」

であり、特急での所要時間は博多駅まで約４５分、佐賀駅、武雄温泉駅までは約１５分という、

都会に近い田舎である。 

歴史的には、中世期から拠点集落形成が確認されており、江戸時代には長崎街道が開通し、

交通至便の要地として人馬の往来が多くなったことで、宿場町小田宿として繁栄を見せた。 

近代は全国有数の炭鉱の町として栄えたが、昭和４４年の炭鉱閉山以降は人口減少や小売業

の減少など衰退の一途を辿った。しかし、企業誘致による国内大手企業の町内進出や、国の鉱

害復旧事業による公共工事の増加により町に活気が戻った。さらに、平成に入って長崎本線の

南側に国道３４号線のバイパス道路開通がきっかけとなり、郊外型大型店などの町外資本が流

入したことで、近隣市町からの来町者は多い。 

令和４年春ごろには、町主導によりＪＲ肥前

山口駅北口に大小のコンテナを５つ設置したコ

ンテナショップ「エキ・キタ」がオープン予定

（飲食関係の事業者が出店予定）であり、他に

も駅周辺の歩道や南口と北口の連絡通路等のリ

ニューアルが計画されていることから、駅周辺

の活性化とにぎわいの創出に寄与することが見

込まれる。 

また、有明海沿岸道路にアクセスする県道３

３９号線（江北－芦刈線）も開通し、九州佐賀

国際空港まで３０分程度でアクセスできる状況

となっており、有明海沿岸道路についても、鹿

島市までの完成を目指し工事が進んでいる。 

さらには、九州新幹線西九州ルートも令和４年の秋頃に開通予定である。 

しかし、沿岸道路自体は当町内を通らず、また、新幹線も全ての列車が当駅に停車するとは

考えられないため、交通量や鉄道乗降客の減少が予想され、これまで当町が果たしてきた結節

点として機能が薄れ、地域経済の沈滞化が懸念される。 

 

 

国道３４号江北バイパス 
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◆人口及び世帯数について 

本町の令和 2年 4月 30 日現在の人口は 9,741 人、世帯数は 3,551 世帯となっている。平成 

11 年（1999 年）の江北バイパス全線開通以降、駅南地区における大規模な住宅地開発などに 

より、世帯数は 25年間で約 1.3 倍と急増しているものの、町全体としては少子・高齢化の影 

響による人口微減の状況となっている。 

また、近年は年齢区分の構成が変化しており、年少人口や生産年齢人口の割合が低下する中、 

老年人口の占める割合が総人口の 28.8%を占めるようになっている。そのため、現状において 

人口は微減と維持しているものの、今後において少子・高齢化はさらに着実に進行していくも 

のと考えられ、基幹産業の担い手不足による労働力不足や、技術の承継が困難になることでの 

経営基盤の落ち込み、さらには人口の流出が進んでいるまちの周辺部において賑わいの低下が 

課題となることが予想される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引用：住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査（各調査年の基準日 現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 27 年以前は国勢調査の数値 

令和 2 年以降は国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』による推計値 
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◇具体的な施策 

○新たな産業やビジネスチャンスをつくる 

・産業を維持、発展のための連携体制の構築 

・販路や流通量の拡大を支える生産性の強化 

・分野にとらわれない知識と技術が結集した新たな産業の展開 

・景気動向による影響を最小化するための経営の多角化支援 

 

○生産基盤向上の支援 

・生産品の高付加価値化による経営の安定化 

・新たな知見や技術を活用した生産性と収益性の拡大 

・組織の育成・強化の取り組み 

 

○後継者不足の解消と新たな担い手の育成 

・経営的視点を持ちあわせた事業者や農業者の育成 

・事業内容の最適化による収益性の向上と事業承継の確保 

 

②課題 

◆産業 

   本町の基幹産業でもある農業においては、農業所得の減少、就農者の高齢化・兼業化による農 

業従事者の減少、後継者不足など多くの課題を抱えている。 

商業においては、町外からの専門店の進出や交通手段の進展により地域消費者の購買動向は大 

  型店舗へと流出（シフト）の度合いを増しており、地元商店や事業所の存続が、その後継者問題 

  と相俟って大きな課題となっている。 

 

【建設業】 

新型コロナウィルス禍の影響で仕入値が高騰し、価格転嫁できないなどで売上減少に陥る 

事業者も一定数いるが、町の公共事業も一定の入札が行われており、また、民間取引による町 

外からの発注を受けて売上が拡大し、地域経済に寄与している事業者が多い。しかし中期的な 

事業計画に基づいているとは言い難く、経営分析や計画の重要性を把握することが課題であ 

る。 

【卸・小売業】 

大型小売店が企業誘致により整備され、棲み分けをおこないながら事業を継続してきた。し 

かしながら、隣接地域にも大型小売店が進出したことにより、消費者の地域外流出が避けられ 

ない状況となっている。町内の小売業においては、江北フレッシュカード会を組織してポイン 

トの発行を行い、町外への顧客流出対策を行っているものの、後継者不在等で加盟店は減少傾 

向にあり、新たな商品提供方法の提案、事業承継対策が課題となっている。また卸売業におい 

ても、商工会のプレミアム商品券事業等を利用して活路を見出すなど、独自の事業展開への取 

り組みが課題となっている。 

【飲食・サービス業】 

具体的な販路開拓計画を実行しながら一定の成果を挙げている事業者もあるが、事業者意 

識は２極化しており、売上を増加させるための魅力ある商品や店舗づくり、新サービスの展 

開などの取り組みが課題となっている事業者もまだまだ多くある。 

 

【地域産品】 

イチゴ・今村みかん・玉ねぎ・レンコンなどの青果物の他、米、皮製品（ロウケツ染）、か 

しわめし弁当（駅弁）が主な地域産品としてあげられるものの、加工品は未だ少なく、すべて 

において認知度も低い。そのため、地域産品を活用し個々の特性を活かした商品開発及び新た 

な需要の開拓の取り組みが課題となっている。 
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（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

 

①３～５年程度の期間を見据えて 

「エキ・キタ」の開発を契機に、町内小規模事業者が事業発展への取り組みを実施すること

が重要であり、江北町商工会では、地域産品を活かした商品開発や新たな販路の開拓への取り

組みを推進することで、地域の事業者の生産性の向上及び事業発展につなげていく。 

 

②１０年程度の期間を見据えて 

人口減少や少子高齢化が進行していく中、将来の江北町の振興のためには地域経済の支えと

なっている小規模事業者が、外部環境や産業構造の変化に対応し持続的な発展をしていくこと

が重要である。江北町商工会では、各種支援機関等と連携し、新商品、新サービスの開発や販

路拡大、創業者の創出、観光客の誘致等の支援を通じて小規模事業者の発展に力を注ぎ、当町

に寄って頂けるような魅力づくりを推進していく。 

 

③江北町 まちミライ創生プランとの連動性・整合性 

  地域経済の支えとなっている小規模事業者に対し、各支援機関等と連携し、事業承継、生 

産品の高付加価値化、新たな産業の展開、経営の多角化への取り組みを支援していくことで、 

江北町がまちミライ創生プランで掲げる「豊かで活力ある産業の育成」との連動性・整合性を 

図る。 

 

④江北町商工会としての役割 

江北町商工会は、商工業の総合的な経営改善を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資する

という目的を根底とし、地域の伝統や文化を支えるなど地域コミュニティの中核的存在である

小規模事業者のニーズを的確に把握する中 、経営基盤（ヒト、モノ、カネ、情報等）の強化、

後継者の育成、経営革新に向けた適切な小規模事業者支援を展開するとともに、売上と利益を 

増加させるための支援体制を構築する。 

また、地域雇用の重要な受け皿として、新規創業や新技術・新商品の開発、新事業分野への

進出等を支援する。 

 

（３）経営発達支援事業の目標 

振興のあり方を踏まえ、各事業者が持続的かつ経営力の強化を図り、自律的な体制に成長し

ていくために以下の目標を設定する。 

 

①小規模事業者の経営力強化に向けた支援 

 

②創業・事業承継支援を通じた、計画的で安定した経営基盤と円滑な事業承継に向けた体制の

構築に向けた支援 

 

③「エキ・キタ」の開発を契機とした、地域産品（れんこん、玉ねぎ、いちご等）を活用した 

新商品開発と新たな需要の開拓支援 
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（３）事業内容 

①地域の経済動向分析（国が提供するビッグデータの活用） 

当地域において真に稼げる産業や事業者に対し、限られたマンパワーや政策資源を集中投

下し、効率的な経済活性化を目指すため、経営指導員等 が「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析シ

ステム）を活用した地域の経済動向分析を行い、年１回公表する。 

【調査手法】 経営指導員等が「ＲＥＳＡＳ」（地域経済分析システム）を活用し、地域の 

経済動向分析を行う。 

【調査項目】・「地域経済循環マップ・生産分析」→何で稼いでいるか等を分析 

・「まちづくりマップ・From to 分析」→人の動き等を分析 

・「産業構造マップ」→産業の現状等を分析 

⇒上記の分析を総合的に分析し、事業計画策定支援等に反映する。 

  

②景気動向分析 

管内の景気動向等についてより詳細な実態を把握するため、全国商工会連合会が行う「中

小企業景況調査」に独自の調査項目を追加し、管内小規模事業者の景気動向等について、年

４回調査・分析を行う。 

【調査対象】管内小規模事業者１５社 

（製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業から３社ずつ） 

【調査項目】売上額、仕入価格、経常利益、資金繰り、雇用、設備投資等 

【調査手法】調査票を郵送し返信用封筒で回収する 

【分析手法】経営指導員等が外部専門家と連携し分析を行う 

 

（４）調査結果の活用 

情報収集・調査・分析した結果は、本会ホームページに掲載し、広く管内事業者等に 

周知する。また、経営指導員等が経営指導を行う際の参考資料とする。 

 

４．需要動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

［現状］ 小規模事業者は、自社の取り扱う商品及び、サービスに対し率先してマーケティン

グリサ―チを行っていることは極めて少ない。本会でも、需要動向に関する具体的な

情報提供や調査・分析が実施できていない。また、職員間での情報収集能力の差があ

り、充分なフィードバックもできていない。 

 

［課題］ 需要動向調査を行う事により、単に表面的な需要を知るという事だけでなく、なぜ

需要が増加しているのかといった背景要因などを把握することが重要となってくる。 

   「だれが商品を買うのか」、「どのような商品を購入するのか」、「何に利用するのか」

という購買情報を得るという事は市場の優位性を得る為に重要であり、情報を持って

いないということは、競争に初めから負けてしまうことを意味する。この事を的確に

伝え、小規模事業者に還元できるよう、経営指導員等は、様々な情報を収集し、各自

レベルアップする必要がある。 
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（４）事業内容 

①「ＤＸ推進セミナー開催・ＩＴ専門家派遣」の開催 

競争上の優位を確立することを目的として、ＤＸに関する意識の醸成や基礎知識を習得す

るため、また実際にＤＸに向けたＩＴツールの導入やＷｅｂサイト構築等の取組を推進して

いくために、セミナーを開催する。 

【支援対象】ＤＸに関する基礎知識の習得に意欲のある事業者 

【募集方法】案内チラシの配布、経営指導員による巡回、本会広報誌、ＳＮＳ、メール、 

ＦＡＸ、ＨＰによる募集 

【セミナー（カリキュラム）】 

・ＤＸ総論、ＤＸ関連技術（クラウドサービス等）や具体的な活用事例 

・クラウド型顧客管理ツールの紹介 

・ＳＮＳを活用した情報発信方法 

・ＥＣサイトの利用方法等 

また、セミナーを受講した事業者の中から取り組み意欲の高い事業者に対しては、経営

指導員等による相談対応・経営指導を行う中で必要に応じてＩＴ専門家派遣を実施する。 
 
②「事業計画策定セミナー」の開催 

【支援対象】経営分析を行った事業者を対象とする。 

【支援手法】事業計画策定セミナーの受講者に対し、経営指導員等が担当制で張り付き、外

部専門家も交えて確実に事業計画の策定につなげていく。 

【募集方法】案内チラシの配布、経営指導員による巡回、本会広報誌、ＳＮＳ、メール、 

ＦＡＸ、ＨＰによる募集 

【講  師】県連合会専門家派遣事業登録専門家 

【カリキュラム】消費者向けサービス・商品力向上のための事業計画策定・計画策定の意義

と活用できる政策 

 

③「創業・後継者育成塾」の開催  

【支援対象】江北町で開業を希望する者、創業 5年以内で創業計画の見直しとフォローアッ

プを希望する者、5年以内に事業承継を行う後継者 

【支援手法】セミナーの受講者に対し、経営指導員等が担当制で張り付き、外部の専門家の

意見も交えながら、確実に事業計画の策定につなげていく。 

【募集方法】案内チラシの配布、経営指導員による巡回、本会広報誌、ＳＮＳ、メール、 

ＦＡＸ、ＨＰによる募集 

【講  師】県連合会専門家派遣事業登録専門家 

【カリキュラム】江北町における企業経営者の創出を促進し、地域経済の活性化を図るため、 

本町、日本政策金融公庫、佐賀県信用保証協会と連携して「創業・後継者 

育成塾」を年１回開催し、円滑な創業・事業承継支援を行っていく。 
 
 
７．事業計画策定後の実施支援に関すること 
 
（１）現状と課題 

［現状］ 事業計画策定後の実施支援を伴走型で実施している。事業の進捗状況等を確認する 

ため必要に応じてフォローアップを実施している。 

［課題］ 伴走型支援を実施しているものの、事業計画を策定した全ての小規模事業者に定期

的なフォローアップができておらず、支援頻度等を見直し、改善した上での実施が必

要である。 
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②ＳＮＳ活用 

現状の顧客が近隣の商圏に限られていることから、より遠方の顧客の取込のため、取り

組みやすいＳＮＳを活用し、宣伝効果を向上させるための支援を行う。 

 

③大手ＥＣモールやふるさと納税事業の利活用（ＢtoＣ） 

大手ＥＣモールが運営するショッピングサイトやふるさと納税事業への出品等の提案 

を行いながら、効果的な商品紹介のリード文・写真撮影、商品構成等の伴走支援を行う。 

 

④自社ＨＰによるネットショップ開設（ＢtoＣ） 

ネットショップの立ち上げから、商品構成、ページ構成、ＰＲ方法等ＷＥＢ専門会社や

ＩＴベンダーの専門家等と連携し、セミナー開催や立ち上げ後の専門家派遣を行い継続し

た支援を行う。 

 

Ⅱ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組 
 

９．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

（１）現状と課題 

〔現状〕 毎年度自己評価をおこない、佐賀県商工会連合会が設置する「経営発達支援事業外

部評価委員会」に報告書を提出し評価を得ている。なお、評価結果については理事会

等へ報告し、ホームページ等にて公表している。加えて、一部の数値目標については

四半期ごとに実績を県連に報告して県内の他商工会と比較検討している。 

 

〔課題〕 四半期ごとに事業計画策定件数などの一部の数値目標については進行管理をおこな

っているものの、経営発達支援事業全体の把握までには至っていない。 

 

（２）事業内容 

法定経営指導員等による商工会内部において、四半期ごとに経営発達支援事業の進行状況

をＰＤＣＡ管理しながら課題等を分析し、県連に報告して県内の他商工会の状況と比較検討

をおこない分析評価を深める。 

     また、外部有識者（中小企業診断士等）、江北町担当課、法定経営指導員等をメンバーと

して「協議会」を設置し、年１回開催して評価の客観性を図る。協議会の評価結果は役員会

等にフィードバックしたうえで、県連に報告して県内の他商工会と比較検討を行う。また、

事業方針等に反映させるとともにホームページおよび総会資料に掲載することで、地域の小

規模事業者等が常に閲覧可能な状態とする。 
 
１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 
 
（１）現状と課題 

〔現状〕 ＯＪＴによる資質向上としては、職員間での支援手法等の共有、支援内容のデータ

ベース化、専門家の高度かつ専門的な支援手法の習得に努めるなど、職員全体の支援

スキルを高めている。 

ＯＦＦ－ＪＴによる資質向上では、中小企業基盤整備機構・中小企業大学校・佐賀

県商工会連合会主催の各種研修会への参加、全職員による経営支援事例の共有、経営

指導員等ＷＥＢ研修を受講するなど支援能力の向上を図っている。 
 

〔課題〕 ＯＪＴならびにＯＦＦ－ＪＴによる資質向上を実施することで、支援スキルについ

ては一定の効果があったものの、経験年数の浅い職員も増加しており、今後も継続し

ての知識習得や職員間での情報共有を強化することが必要である。 
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（２）事業内容 

①外部講習会の積極的活用 

経営指導員及び支援員の経営支援能力の向上のため、中小企業基盤整備機構、中小企業大

学校が主催する「中小企業支援担当者等研修」および佐賀県商工会連合会主催の一般研修（法

令や施策）や経験年数に応じた階層別研修（知識や技能）、重要度や受講ニーズが高いテー

マ別研修（事業計画策定セミナー）に参加する。 

     また喫緊の課題である地域事業者のＤＸ推進への対応としては、啓発・普及及び導入に係

る身近な相談の場となる佐賀県商工会連合会主催のＩＴフェアに参加する。経営指導員及び

支援員のＩＴスキルを向上させるとともに、ニーズに合わせた相談・指導を可能にするため、

ＤＸ推進取組に係る相談・指導能力の向上のためのセミナーについても積極的に参加する。 
 

【ＤＸに向けたＩＴ・デジタル化の取組】 

（１）事業者にとって内向け（業務効率化等）の取組 

クラウド会計ソフト、補助金の電子申請、情報セキュリティ対策等 

（２）事業者にとって外向け（需要開拓等）の取組 

ホームページを活用した自社ＰＲ、連携ＥＣサイト活用促進（全国連）、オンライ

ン展示会への出展、テストマーケティング、ＳＮＳを活用した広報等 

（３）その他取組 

非接触オンライン経営相談等 
 

②ＯＪＴ制度の導入 

支援経験の豊富な職員と経験年数の浅い職員がチームを組成し、巡回指導や窓口相談の機

会を活用したＯＪＴを積極的に実施し、組織全体としての支援能力の向上を図る。 
     

③職員間の定期ミーティングの開催 

     事務局長を含む職員全員による運営会議を毎月１回開催、経営支援課長等を中心とした経

営支援会議を毎週１回開催し、小規模事業者への各種支援施策と活用状況ならびにＩＴ等の

活用方法や具体的なツールの紹介について、意見交換等をおこなうことにより事例の共有と

支援能力の向上を図る。 
 
   ④データベース化 

     経営指導員や支援員は、経営支援に関する内容について、基幹システムや商工会プラット

フォームにデータ入力を適時かつ適切におこなうことで、支援を継続している小規模事業者

の状況等を職員全員が相互共有できる。担当外職員においても一定レベル以上の対応ができ

るようにするとともに、支援ノウハウを蓄積し組織内で共有することで支援能力の向上を図

る。 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 

必要な資金の額 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 

 

需要動向調査・アン

ケート調査費 
200 200 200 200 200 

経営状況の分析・専

門家謝金・ 
200 200 200 200 200 

事業計画策定支援・

専門家謝金 
500 500 500 500 200 

新たな需要の開拓・

商談会参加費用 
500 500 500 500 200 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費、国補助金、県補助金、市補助金、手数料等収入 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

連携者なし 

連携して実施する事業の内容 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

連携体制図等 

 

 

 

 


